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規   則 

奈良市副市長事務分担規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和 5年7月4日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市規則第 46号 

奈良市副市長事務分担規則の一部を改正する規則 

奈良市副市長事務分担規則（平成 22年奈良市規則第82号）の一部を次のように改正する。 

第3条を次のように改める。 

（事務分担） 

第3条 副市長の事務の分担は、次のとおりとする。 

鈴木副市長 

(1) 総務部に属する事務 

(2) 福祉部に属する事務 

(3) 子ども未来部に属する事務 

(4) 健康医療部に属する事務 

(5) 観光経済部に属する事務 

(6) 会計課に属する事務（会計管理者の権限に属する事務を除く。） 

(7) 消防に属する事務（消防長の権限に属する事務を除く。） 

(8) 教育委員会に属する事務（教育委員会の権限に属する事務を除く。） 

(9) 農業委員会に属する事務（農業委員会の権限に属する事務を除く。） 

(10)固定資産評価審査委員会との調整に関する事務 

真銅副市長 

(1) 危機管理監に属する事務 

(2) 総合政策部に属する事務 

(3) 市民部に属する事務 

(4) 環境部に属する事務 

(5) 都市整備部に属する事務 

(6) 建設部に属する事務 

(7) 企業局との調整に関する事務 

(8) 公平委員会に属する事務（公平委員会の権限に属する事務を除く。） 

(9) 選挙管理委員会に属する事務（選挙管理委員会の権限に属する事務を除く。） 

(10)監査委員に属する事務（監査委員の権限に属する事務を除く。） 

(11)議会に属する事務（議会の権限に属する事務を除く。） 

附 則 

この規則は、令和 5年7月6日から施行する。 

（令和 5年7月4日掲示済） 

 

奈良市体育施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。 

令和 5年7月27日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市規則第 47号 

奈良市体育施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

奈良市体育施設条例の一部を改正する条例（令和 5年奈良市条例第 13号）の施行期日は、令和 5年 8月 1日とす

る。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（令和 5年7月27日掲示済） 
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教 育 委 員 会 

 奈良市放課後児童健全育成事業施設条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和 5年7月31日 

                        奈良市教育委員会     

                            教育長 北 谷 雅 人  

奈良市教育委員会規則第 7号 

奈良市放課後児童健全育成事業施設条例施行規則の一部を改正する規則 

奈良市放課後児童健全育成事業施設条例施行規則（平成 24年奈良市教育委員会規則第 3号）の一部を次のように

改正する。 

第4条を次のように改める。 

（入所承認等の申請） 

第 4 条 条例第 4 条第 1 項前段の規定による入所又は転所の承認を受けようとする者（当該承認を受けようとする

際、同時に、同項後段の延長保育の利用の承認を受けようとするものを含む。）は、奈良市バンビーホーム入所（転

所）承認申請書（別記第 1号様式。以下「入所等承認申請書」という。）により教育委員会に申請しなければなら

ない。 

2 第 5 項に規定する入所又は転所の承認の通知を受けた日以後に、延長保育の利用の承認を受けようとする者は、

奈良市バンビーホーム延長保育利用申請書（別記第 2号様式。以下「延長保育利用申請書」という。）により教育

委員会に申請しなければならない。 

3 第1項に規定する入所の申請は毎年度行わなければならない。 

4 前3項の申請をするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、教育委員会が特に必要がないと 

認める場合は、この限りではない。 

(1) 就労証明書、医師の診断書その他バンビーホームの利用時間において児童を監護できないことを証明する書 

  類 

(2) 通所経路図 

(3) その他教育委員会が必要と認める書類 

5 教育委員会は、第 1項及び第 2項の申請があった場合は、当該申請に係る審査を行い、申請者に対し速やかにそ

の結果を通知するものとする。 

第6条第2項中「提出」を「申請」に改め、同条に次の 1項を加える。 

3 前項の申請があった場合は、教育委員会はその内容を審査し、申請者に対し速やかにその結果を通知するものと

する。 

第7条第1項第2号を次のように改める。 

(2) 入所等承認申請書又は延長保育利用申請書の内容に変更が生じたとき、又は延長保育の利用を中止するとき 

奈良市バンビーホーム利用申込内容変更及び延長保育利用中止届（別記第 6号様式） 

第7条第1項第3号を削り、同条第 2項中「第3号」を「第 2号」に改め、「届には、」の次に「教育委員会が必要

と認める」を加える。 

別記第 1号様式から第6号様式までを次のように改める。 
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別記 

第1号様式（第4条関係） 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

（宛先）奈良市教育委員会

氏名

学年

性別

児童と
の続柄

年齢
緊急連絡時の

優先順位

バンビーホーム

利用児童 申請理由

奈良市バンビーホーム入所（転所）承認申請書

申請日

申
請
者

住所

携帯電話番号

ふりがな 学校名

児童氏名

生年月日

入所を希望するバンビーホーム

就学前状況 入所中のバンビーホーム（転所の場合）

住 所
※申請者と異なる場合

児童の
バンビーホーム利用状況

利用する曜日 利用開始月

児
童
の
健
康
・
発
達
状
況
等

延長利用
延長

利用開始月

口座振替方法

保
護
者
・
同
居
人
等
家
族
状
況

（

申
請
者
含
む
）

氏　　　名 勤務先（学校等）の名称 日中連絡可能な電話番号

別居家族等の
送迎者の連絡先

自宅電話番号
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第2号様式（第4条関係） 
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第3号様式（第5条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(奈良市保管）

金

融

機

関

と

り

ま

と

め

上記のとおり領収しました。
　　　　　　（宛先）奈良市会計管理者

領　収　日　付　印

児 童 氏 名
施 設 番 号

納 入 義 務 者
通 知 書 番 号

納　　期　　限

合 計

口　座　番　号 加　入　者　名
奈 良 市 会 計 管 理 者

児童育成料領収済通知書（奈良市） 公

（金融機関等保管）

施 設 番 号

通 知 書 番号

領　収　日　付　印

納 期 限

児 童 氏 名

納 入 義 務者

合 計

口　座　番　号 加　入　者　名
奈良市会計管理者

児童育成料納入書（奈良市） 公

　(納入義務者保管）

領　収　日　付　印

奈良市教育委員会

（収入印紙不要）

納　　期　　限

施 設 番 号

通 知 書 番 号

上記のとおり納入してください。

児童 氏名

合 計

口　座　番　号 加　入　者　名
奈 良 市 会 計 管 理 者

児童育成料納入通知書兼領収証書（奈良市）

納入義務者住所・氏名

公
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第3号様式の2（第5条の2関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(奈良市保管）

金

融

機

関

と

り

ま

と

め

上記のとおり領収しました。
　　　　　　（宛先）奈良市会計管理者

領　収　日　付　印

児 童 氏 名
施 設 番 号

納 入 義 務 者
通 知 書 番 号

納　　期　　限

合 計

口　座　番　号 加　入　者　名
奈 良 市 会 計 管 理 者

奈良市バンビーホーム実費領収済通知書 公

（金融機関等保管）

施 設 番 号

通 知 書 番号

領　収　日　付　印

納 期 限

児 童 氏 名

納 入 義 務者

合 計

口　座　番　号 加　入　者　名
奈良市会計管理者

奈良市バンビーホーム実費納入書 公

　(納入義務者保管）

領　収　日　付　印

奈良市教育委員会

（収入印紙不要）

納　　期　　限

施 設 番 号

通 知 書 番 号

上記のとおり納入してください。

児童 氏名

合 計

口　座　番　号 加　入　者　名
奈 良 市 会 計 管 理 者

奈良市バンビーホーム実費納入通知書兼領収証書

納入義務者住所・氏名

公
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第4号様式（第6条関係） 

 

 

 

 

 

 

 



令和 6 年 6 月 26 日 

（水曜日） 奈 良 市 公 報 第 8 号 

－ 9 － 

第5号様式（第7条関係） 
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第6号様式（第7条関係） 
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別記第 7号様式を削る。 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則による改正後の奈良市放課後児童健全育成事業施設条例施行規則第 4条及び第 7条並びに別記第 1号様

式、第 2号様式及び第6号様式の規定は、令和 6年度の入所承認等の申請について適用し、令和 5年度の入所承認

等の申請については、なお従前の例による。 

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈良市放課後児童健全育成事業施設条例施行規則別記第 1 号

様式、第 2号様式、第6号様式及び第 7号様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をし

て使用することができる。 

（令和 5年7月31日掲示済） 


